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日本振興銀行株式会社の発表に関するお知らせ 

 

 

本日、日本振興銀行株式会社（以下「日本振興銀行」という。）より、金融庁より管理を命ずる処分

が下され、預金保険機構の管理下に置かれるとの発表がございました。 

 

当社グループは、日本振興銀行からの借入はなく、同行の株式も保有しておりません。また、定期預

金の預入が 1,000 万円ございますが、こちらは預金保険機構によって保護されていることから、本日の

日本振興銀行の発表・処分に関して、当社グループの業績に与える影響はございませんので、お知らせ

いたします。今後、新たな発生事実または決定事実等があった場合には、速やかにお知らせいたします。 

 

今後共、株主、投資家の皆様には当社へのご支援を引き続き賜りたく、宜しくお願い申し上げます。 

 

以 上 

東 京 都 墨 田 区 両 国 １ 丁 目 １ ０ 番 ７ 号

株 式 会 社   カ ー チ ス ホ ー ル デ ィ ン グ ス

代 表 執 行 役 社 長 冨 田  圭 潤

（ コ ー ド 番 号  7  6  0  2  東 証 第 2 部 ）

執    行    役 高 田  知 行

電 話 番 号 : 0 3 － 5 6 2 5 － 7 6 3 5

ＰＲＥＳＳ ＲＥＬＥＡＳＥ 


